
肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済 
を求める意見書   

 
日本には、Ｃ型肝炎患者がおおよそ２００万人、Ｂ型肝炎患者が１５０万人

もいるといわれます。その大半が、輸血・血液製剤の投与、予防接種における

針・筒の不交換など、医療行為の責任・薬害による感染です。 

Ｂ型肝炎については、集団予防接種によるＢ型肝炎ウイルス感染被害者が、

国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年６月１６日に言い

渡され、国の行政責任が認められました。また、Ｃ型肝炎についても、血液製

剤の投与によるＣ型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業を被告として損

害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が６月２１日に出たのを始め、こ

れまで５地裁において判決が言い渡され、国の行政責任、製薬企業の不法行為

責任が認められました。 

Ｂ型、Ｃ型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い

深刻な疾患です。肝臓がんの年間死亡者約３万人の９割はＢ型、Ｃ型肝炎患者

です。 

よって、江戸川区議会は、政府に対し、肝炎患者救済のため下記の事項を速

やかに実現するよう強く要望します。 

記 

１ 疾病に苦しむ患者・家族の一刻も早い救済のため、薬害肝炎問題の全面解

決に向けた諸施策を直ちに行うこと。 

２ 潜在患者の早期発見・早期治療体制の確立が重要であることから、より一

層の検査・治療体制の整備・充実を行うこと。 

３ 患者の経済的負担の軽減及び生活の質の向上を図るため、医療負担の軽減

と治療水準の向上に努めること。 

４ 集団予防接種の被害実態調査を行い、適切な対応をとること。 

５ ウイルスキャリアに対する偏見・差別を一掃するための施策を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 
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